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重層的支援体制整備事業の支援フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複雑・複合的な課題あり）     （複合的でない）      

既存のサービスで対応 

 

 

 

     

   
 

①包括的相談支援事業（属性を問わない 

断らない相談支援） 

・地域包括支援センター  ・障害者相談支援事業所 

・学校町子育て支援センター ・見附市子どもの居場所 

・こども家庭センター 

  ・くらしの自立支援センターみつけ ・市役所関係各課                 

⑤多機関協働事業（課題の整理・調整・支援プランの作成等） 
                       

③地域づくり事業 
（交流できる場の整備・地域活動の活性化） 

・地域介護予防活動支援事業 

・生活支援体制整備事業 

・地域活動支援センター事業 

・地域子育て支援拠点事業 

・生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

②参加支援事業 
 

（就労や生産活動など、社会と

のつながりをつくるため居場所

や支援活動を実施） 

④アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業 
(社会や人との関わりが困難な人
に対し、訪問などを通じ、つな
がり続ける伴走支援を実施) 

本人同意あり ⇒ 重層的支援会議 

本人同意なし ⇒ 支援会議※ 

 

※会議の構成員に守秘義務を設けて開催  

自ら支援を求めることが困難な人、支援を拒否している人、問題意 

識がない人などで同意を得られない場合、支援会議で協議し、同意 

を得られるように関わりを継続していくことが重要 

プランの作成・協議 
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